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令和２年美郷町議会第１回定例会議事日程 

           （第 １ 号） 

令和２年２月２７日（木） 午前 ９時３０分 開会  

日程 事           件 

１ 会議録署名議員の指名 
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３ 行政報告 

４ 陳情の委員会付託 
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議案第４号 美郷町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 

議案第５号  美郷町農業生産施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６号  美郷町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について         
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議案第２６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
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（開  会  午 前 ９時 ３０分） 

●福島副議長 

 おはようございます。 

本日は佐竹議長が欠席でございます。副議長である私福島が議長の職を代理させていた

だきます。どうぞよろしくお願いします。 

ただ今の出席議員は１１名でありますので、定足数を満たしております。 

ただ今から令和２年美郷町議会第１回定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番・波多野議員、４番・原議員

を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は本日２７日から３月１２日までの１５日間としたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●福島副議長 

 ご異議なしと認め、本定例会の会期は本日から３月１２日までの１５日間とすることに

決しました。 

日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出がありましたので、これを受けたいと思います。 

●福島副議長 

 町長。 

●嘉戸町長 

 皆さんおはようございます。議長のお許しをいただきましたので、４点、ご報告いたしま

す。１点目に、美郷バレーの取り組みについて２つ申し上げます。 

１つ目は獣害対策の電柵部材の販売開始についてです。美郷バレーの取り組みとして、連

携協定を締結している株式会社テザック、国立農研機構、美郷町の３者で共同開発した電柵

部材が３月２日から販売開始されます。株式会社テザックを販売元とし、株式会社クイージ

が販売をされます。また、ＪＡしまねでも販売が協議されています。この電気柵用クリップ

と支柱は電柵の設置や管理、撤収運搬に労力を大幅に削減できる新しい電柵の部材です。昨

年の山くじらフォーラムや産業祭、連合自治会長会議で、町内にご紹介披露してきましたが

町内の皆様からの反響の大きさに大変うれしく思っております。２月５日には株式会社テ

ザック秋田谷社長から販売開始に向けた報告をいただき、美郷町民の皆様の協力得て開発

できたこと、美郷バレーへの加入について感謝の言葉をいただきました。美郷町をフィール
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ドに町民の皆様と一緒になって開発された製品の販売開始は、美郷バレーの取り組みを全

国に発信する大変よいチャンスと考えています。引き続き産官学民の連携を通して次の成

果につなげていきたいと考えています。 

２つ目にイノシシ食肉加工施設の建設状況について申し上げます。施設は旧乙原保育所

敷地内のおおち山くじら缶詰製造工場に隣接し、木造平屋延べ床面積約１３９平方メート

ルで、３月末の完成予定で建設が進められています。事業主体は株式会社おおち山くじらで、

一部美郷町と島根県の補助金を活用しています。施設完成後は、イノシシ捕獲処分の労力負

担の軽減、捕獲処理頭数の向上、衛生面向上による獣肉製品の安全性の確保を初め、県内外

からのイノシシ肉の広域受け入れ拠点として、美郷町はもちろん島根県からも期待されて

います。新しい施設完成を機に株式会社おおち山くじらでの獣肉の安定供給、特産品加工の

開発販売などが大いに期待できます。中山間地域である美郷町の特性を生かしたスモール

ビジネスの振興のため、県の施策とも連携して取り組んでいきます。 

２点目にインドネシアバリ島への公式訪問について申し上げます。２月８日から１０日

にかけてバリ島に訪問し、マス村村長、ギャニアール県知事、バリ州知事と意見交換を行っ

てきました。マス村のユダ村長との面談では、新大和荘での実習生受け入れ、中学生同士の

交流のためのマス村の通信環境の整備などについて、意見交換を行いました。また農業分野

での受け入れを予定している技能実習生候補者２人とも面会をして意思を確認してまいり

ました。そして、ウダヤナ国立大学インドラ教授、国立インドネシア芸術大学デンパサール

校榊原先生とも面会し、バリ島の文化、芸能交流と美郷町の神楽振興等について建設的な意

見交換を行ってまいりました。ギャニアール県のマハヤストラ知事とは今後の交流につい

て話し合い、マス村だけでなく世界的な観光地ウブド地区を抱えるギャニアール県も文化、

経済観光等、多岐にわたる分野で美郷町と一緒に交流を深めていきたいというお話をいた

だきました。バリ州のコステル知事との話では、バリ州としても、美郷町とマス村との交流

の全面的な支援を表明いただきました。また、１１月にバリ州で開催される世界的なイベン

トへのご招待もいただきました。今回の訪問では、マス村との交流の深まりに加えて、ギャ

ニアール県、バリ州という上位自治体を含めたさらなる交流の広がりにつながる大変よい

機会であったと思います。意見交換を踏まえ、今後の交流に向けた検討を行ってまいりたい

と考えております。 

３点目にみさ坊のニューヨーク・タイムズ紙への記事掲載について申し上げます。ニュー

ヨーク・タイムズ紙は、アメリカで、クオリティペーパーと呼ばれる世の中への影響力の大

きい高級月刊新聞として、世界的にも有名な新聞です。そのニューヨーク・タイムズ紙のア

メリカ版とアジア版にみさ坊の取り組みが紹介されました。みさ坊の写真と一緒にゆるキ

ャラブームが下火の中でのイノシシ年に進退をかけた挑戦で、美郷町をＰＲした取り組み、

ゆるキャラグランプリでの様子などが記事にされています。日本のゆるキャラや自治体Ｐ

Ｒの状況等を踏まえながら、みさ坊の必死の取り組みに焦点を当てて書かれています。記事

の最後には、しっかりとみさ坊の頑張りは町長をひとまず満足させ、生き残ることができた
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という趣旨でまとめられています。ニューヨーク・タイムズ紙で取り上げられたことは、世

界へ発信がされたということでもあり、昨年の注目度を上げる取り組みの成果の１つと言

えると思います。全文英語ではありますが、ニューヨーク・タイムズ紙のウエブ版へは町の

ホームページの報道発表資料からリンクできるようにしています。 

４点目の工事等の発注状況につきましては、１２月から２月までの一覧をタブレット配

信していますのでご覧いただきますようお願いいたします。以上で行政報告を終わります。 

●福島副議長 

 町長の行政報告が終わりました。 

日程第４、陳情の委員会付託を議題といたします。 

本定例会までに受理しております陳情は、お手元に配布しております文書表のとおりで

あります。会議規則第９５条の規定により、文書表のとおり所管の委員会へ付託いたします

ので審査調査をお願いいたします。 

日程第５、令和２年度町長施政方針を議題といたします。 

町長の施政方針を求めます。 

●福島副議長 

 町長。 

●嘉戸町長 

 それでは第１回定例会の開会にあたり、令和２年度の町政運営の基本的な方針を申し上

げ、皆様のご理解とご協力をいただきたいと存じます。昨年は、私にとって町長としての実

質的な最初の１年となりました。就任以来、目指したい町のあり方として、活気あふれる明

るいまちと町外と活発な交流のある町の２つのビジョンを掲げて取り組んでまいりました。

高齢化、人口減少の危機をはね返していくためには、町民一人一人がみずから考え、協力し

合い取り組んで生まれる町の活気が必要です。一方、内輪の頑張りだけでは限界があるため

積極的に外部の知見を取り入れ、活用することが必要不可欠であると考えたからです。昨年

はこの２つの目標に向かって基礎を固める「礎の年」と位置づけました。真っ先に取り組ん

だことは、１つは美郷町の強みを改めて見極め強化し、町の活気をもっとつくり出すこと、

もう１つは町外と交流を強化するにはあまりにも低い美郷町の認知度、注目度をアップさ

せることでした。強みの強化の代表的な取り組みとして、山くじらの取り組み強化とインド

ネシア・バリ島マス村との交流推進、そして美郷町の認知度、注目度向上のためにみさ坊を

中心にさまざまな取り組みを行い、一定の成果を残すことができました。また、積極的にさ

まざまな構想の検討や準備を行い、将来の種をまいてまいりました。新年度につきましては、

これまで検討や準備を重ねてきたことが具体的に動き出す「始まりの年」として位置づけ着

実に一段前に進んで行くために３つの分野の取り組みを重点的に進めていきたいと思って

います。これらの取り組みは相互に関連し、うまくかみ合うことで、より一層の相乗効果が

生まれるものと考えています。 

１つ目は町民の暮らしの充実です。町民の安全不便の少ない生活の実現、地域の活性化の
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ため取り組んでいきます。具体的には、災害時の避難所の強靭化、生活交通の充実、健康長

寿の延伸、美郷光ネットの告知端末更改等を進めていきます。 

２つ目はオール美郷で人手確保です。町内で課題となっている慢性的な人手不足解消の

取り組み強化と町内事業体との連携強化に取り組んでいきます。福祉、生活分野の有資格者

人材の確保、バリ島からの技能実習生受け入れ、特定地域づくり事業による組合設立の検討、

官民の幅広い分野でのドローンの活用空の駅構想などを進めてまいります。 

３つ目は、関係人口、交流人口、定住人口の拡大です。美郷町の強みを生かした関係人口

の拡大、観光を中心とした交流人口の拡大、定住施策の進化による定住人口の拡大に取り組

んでいきます。町の強みである山くじら、バリ今後強化していくワイン、美肌、石見神楽な

どのコンテンツを生かした施策、空き家活用や新たな定住施策を進めていきます。来春オー

プン予定の新しい大和荘は、関係人口、交流人口の拡大の受け皿となり、また新たな地域活

性化、地域振興の拠点となる施設となります。新大和荘のオープンのタイミングに照準を合

わせて、様々な施策を一気に加速させていきたいと考えています。今年度は、みさ坊を中心

に美郷町の認知度アップに取り組みましたが、新年度は美郷町の具体的な魅力を丁寧に拾

い上げて発信し、美郷町を好きになってもらい来てもらえるよう好感度アップに取り組ん

でいきます。このためには、町の情報発信力のさらなる強化が不可欠です。昨年１０月には

公式ホームページをリニューアルするとともに、美郷町の魅力を再発見し、広く発信する際

の統一コンセプトみさととをつくりました。みさととのコンセプトのもとで、美郷町の魅力

発信に継続して取り組んでいきます。町民の皆さんの日々の生活のための施策は重要であ

り、最優先で取り組んでまいります。しかしながら、それだけにとどまらず美郷町の未来に

向けた取り組みも極めて重要な課題であり、簡単に成果は出ませんが、これからも継続して

力を入れて取り組んでいきます。この３つの重点分野を踏まえ、新年度の主な取り組みにつ

いて、順次ご説明申し上げます。 

防災対策について申し上げます。町民の生命身体を守るために、主要避難所への太陽光発

電装置と３日分の蓄電機能を持つ蓄電池の工事に着手し、主要避難所の強靭化を進めてい

きます。また災害時の電力供給としての活用と平時の公用車の経費削減のために、公用車の

更新に当たり、ＥＶ車両を計画的に導入していきます。近年の災害では、日頃からの共助、

自助の取り組みが改めて重要視されています。ハザードマップの活用や避難のためのマイ

タイムラインづくりなど自主防災組織の取り組みの支援や、防災意識の向上に取り組んで

いきます。 

交通について申し上げます。三江線代替交通バスなどの運航開始から約２年が経過しま

した。この間にいただいたご意見等を踏まえ、ダイヤ改正、乗降区間の一部変更などを行い

ます。また、デマンドタクシー実施区間でのデマンドタクシー運行に変えて、タクシー利用

助成の実証実験を行います。利便性が高く持続可能な公共交通の構築に向けた検討、関係機

関との協議を進めていきます。 

健康長寿の延伸対策について申し上げます。人口当たりの１００歳以上の人口割合が、
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全国一の島根県にあって、美郷町は１９市町村の中でもトップの長寿県長寿町です。今後

はさらに健康寿命を延ばすことにも力を入れてまいりたいと考えています。ＡＩを駆使し

たデータ分析活用による検診未受診者対策によって、特定健診、がん検診の受診率の向上

に取り組みます。また、特に病気の重症化予防に視点を置いて、糖尿病や高血圧の方への

保健指導をさらに重点的に実施していきます。また、介護認定の原因疾病の第１位である

認知症対策として、頭の健康チェック検査を新たに実施して、認知症の早期発見や早期受

診につなげて、介護予防を推進します。そして、小さな拠点づくりの視点から、関係課が

連携して住民相互の支え合いによる生活支援を実践する住民グループや自治会を支援して

まいります。           

みさと光ネットのＩＰ告知端末の更改について申し上げます。みさと光ネットは運営開

始から１０年が経過し、各世帯に設置している音声告知端末も更新する必要がございま

す。この更新では、住民・高齢者向けサービスの向上に活用できるように、インターネッ

ト電話や行政からの情報の文字配信など、より便利な機能を持つ端末に更新します。この

機能を活用したアプリ開発、サービスを検討していきます。 

町民の福祉・生活サービスに必要な有資格者確保対策について申し上げます。町民の皆

様が町内で必要な福祉、生活サービス等を受けるためには、町内事業所でサービスが継続

されることが必要です。しかし、町内の事業所では、有資格者が恒常的に不足し、募集を

しても集まらない状況が続いており、サービスの低下や継続が懸念されます。このため、

町内事業所での必要な有資格者の確保のために、就職者へ支援を行い、併せて事業者との

連携や求人活動の支援を行ってまいります。今年６月、施行予定の特定地域づくり事業

は、共同組合を設立し、この組合に登録した若者、地域産業の働き手として派遣するもの

で、美郷町の人手不足や若者の雇用創出の効果が期待できます。国、県と連携して事業に

ついて検討してまいります。 

ドローンの活用について申し上げます。主要避難所を中継充電基地として、町全域を江

の川とその支流を飛行ルートとしてつなぐ空の物流ネットワーク構想、「空の駅構想」に

向けた取り組みを進めます。民間企業の実証実験を誘致して構想実現に向けた次の段階へ

進めていきます。また比之宮地域では今年はドローンによる農薬散布も実施されます。美

郷町ドローン利活用推進協議会と連携して、農業、林業、建設、災害など幅広い分野での

業務の効率化、生活の不便の解消などのために、町内の官民でのドローンの活用検討を進

めていきます。 

新大和荘について申し上げます。来春のオープン予定の新大和荘は、①町民の方向けの

サービス、②地域活性化、地域振興、③関係人口、交流人口の受け皿としての拠点施設で

す。オープンのタイミングとあわせて地域活性化、観光振興などに取り組んでいくため

に、運営候補者との協議、準備を進めるとともに、地域との連携を進めてまいります。そ

のために、庁内組織として潮温泉施設魅力化推進室を新設いたします。推進室のミッショ

ンは地域との密接な連携や観光協会、運営候補者と協働したサービスの作り込みとし、施
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設の魅力化に取り組んでまいります。そして町民の皆さんに「喜んで利用していただける

施設」であると同時に、「プライドを持てる施設」「自信を持ってお知り合いに推薦できる

施設」を目指していきます。観光面では、新大和荘オープンに向けて、「ワイン」「美肌」

「バリ」「石見」のキーワードを中心に取り組みを強化してきます。ワインについては、

ワイナリー・リゾート・タウン構想の推進、バリについては美郷を日本のバリ文化の発信

地としていく地ならしとなる取り組みも進めていきたいと考えています。「美肌」につい

ては、昨年末に商標登録を行った「美肌県美肌町」を全面に打ち出して、温泉、雲海、ハ

チミツ、山くじら、ポポー、どぶろくといった美郷町の美肌コンテンツを島根県とも連携

を図り情報発信していきます。「石見」については、昨年５月に日本遺産に認定された石

見神楽では町内６社中で組織する美郷町神楽連携協議会と連携して魅力発信をしていきま

す。また、石見銀山街道については、町の石見銀山街道保存活用計画を策定します。当時

の原形を残す街道の保全と、周辺を含めた活用策を検討し、観光資源として磨きをかける

とともに関係市町と連携して日本遺産登録を目指す取り組みも進めてまいります。 

バリ島マス村との交流について申し上げます。２月にバリ島訪問して、バリ州知事、ギ

ャニアール県知事、マス村村長と今後の交流について意見交換を行いました。昨年締結し

たマス村との新たな協定等も踏まえて、今後３つの柱で交流をさらに発展させていきたい

と考えています。 

１つ目は「民間交流」です。特に「子どもたちの交流」については、テレビ電話などを

利用して、中学生を中心に異文化交流を通じて豊かな国際感覚を育んでいきたいと考えて

います。 

２つ目は、「経済交流」です。２月のバリ訪問時のバリ州知事、ギャニアール県知事、

マス村村長との意見交換では技能実習生受け入れに関する協力をお願いし、今後の連携を

確認いたしました。技能実習生２人の候補者を既に推薦いただいており、早ければ１１月

にファームサポート美郷に技能実習生を受け入れできるよう進めます。また事業者から要

望いただいている新大和荘、介護・建設業での受け入れについても準備を進めていきま

す。 

３つ目は「文化交流」です。バリの舞踊・音楽、美郷町の神楽などお互いの文化を紹介

し、披露するイベントなど、文化を通じて交流を一層深めるとともに、将来的には日本に

おけるバリ文化の発信地を目指していきたいと考えています。 

山くじらの取り組みについて申し上げます。昨年は、企業、大学、ＮＰＯなどと６つの

連携協定を締結し、「美郷バレー構想」の実現に向けた環境整備を進めてまいりました。

今年は、その成果も具体的に現れてくる年になります。まず、昨年、美郷町、株式会社テ

ザック、国立農研機構の３者で共同開発した美郷町初の新しい電柵部材の販売が開始され

ます。美郷町内では、全国に先駆け３月２日から販売予定です。また、農研機構とタイガ

ー株式会社の２社が開発した新型捕獲檻の実用化に向けた実証実験も美郷町フィールドに

行う予定です。こうした実証実験等を通じた地域、産業の振興や関係人口、交流人口の拡
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大に引き続き取り組んでいきます。また、美郷バレーをより発展させていくために、さら

に連携の輪を広げ、情報発信を強化するとともに、研究機能の体制構築について検討した

いと考えています。産官学民が全国から自発的に集まってくる環境の整備に取り組み、多

くのひと・もの・金・情報が集まり、美郷町から新しい取り組みが生まれる場づくりを進

めていきます。 

定住推進施策の進化について申し上げます。定住推進には、「子育て・教育」「暮らし」

「仕事」の３つの面での対策が必要です。美郷町の子育て・教育施策は既に充実していま

すが、若年ファミリー層に偏っていた暮らしと十分な対策がとれていなかった仕事の面で

の取り組みの強化を図ります。暮らしの面での施策は、空き家活用と若者定住住宅の２つ

の事業の要素を組み合わせたリノベーション住宅事業の整備促進です。昨年３軒の相談が

ありましたが、耐震基準を満たすための耐震診断・耐震化工事が高額になったことから実

施は見送りました。しかし、空き家の利活用と定住促進を同時に推進することができる有

効な事業と考えており、こうした課題を整理して改めて制度設計を行い、活用できる空き

家の掘り起こしや、事業の周知も含めて進めていきたいと考えています。仕事の面での施

策は民間の力を活用した賃貸住宅の建設です。町では、これまで若年ファミリー層を対象

とした若者定住住宅整備に力を入れ、転入が提出を上回る社会増や出生数が増加した年が

あるなど一定の成果も上げてきました。一方で、若年ファミリー層に特化した事業である

ことから、子どものいない若年夫婦や若年単身者に対しては、有効な定住の働きかけがで

きていませんでした。美郷町に住み、大田市や三次市に仕事に通う若年単身者層を新たな

ターゲットとして位置づけます。そして新たに単身者向けの民間賃貸住宅の建設に対し支

援を行い、住宅整備を進めていきたいと考えています。 

島根国体でのカヌーの競技会場の誘致について申し上げます。令和１１年に島根県で開

催される第８４回国民スポーツ大会に向けて、島根県においては、準備組織が今年設置さ

れる予定とのことです。美郷町へのカヌー競技会場の誘致のために、島根県、関係機関へ

の誘致活動に本格的に取り組んでいきます。誘致には、議会、町民の皆様のご協力、後押

しが必要です。町内では、会場誘致に向けた横断幕を掲げ、機運醸成に取り組んでいただ

いている地域もあります。町全体で取り組んでいくために、さらなる皆様のご協力をお願

い申し上げます。 

続いて長期総合計画に基づく５つの政策分野の施策について申し上げます。 

最初に、「利便性の高い快適な暮らしを実感できるまち」について申し上げます。国

道・県道について申し上げます。「町外と活発な交流のあるまち」「住民の暮らし、安全・

安心」のためには、基幹路線である国道・県道の整備が重要です。国道３７５号の改良に

つきましては、湯抱２工区、粕渕工区において整備が進んでいますが、引き続き早期完成

に向け働きかけを継続していきます。響谷から道の駅までの区間の歩道整備については、

概略設計が終わり、地元説明会が行われる見込みです。長藤地内の未改良区間の早期の事

業化についても、引き続き国・県に強く要望していきます。県道につきましては、川本波
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多線竹工区において、竹谷川付近が部分供用となり、今後、移転補償や迂回路の整備が行

われます。また、多田港工区は多田トンネルの照明施設や周辺の道路整備が行われ、令和

３年度に完成となる見通しです。江の川を跨ぐ橋梁については、令和元年１０月に地元説

明会が行われ、位置などが示されました。今後、橋梁設計が行われる予定であり、引き続

き早期の整備に向け働きかけていきます。別府川本線は港から地頭所間の１．５車線的改

良の概略設計について地元説明会が終了し、今後詳細設計となる見込みです。早期の工事

着手となるよう要望していきます。町道等については、継続の事業である潮村地内のニタ

合線、都賀行地内の都賀行宮内線、奥山線、田水線の待避所、生活関連道路として久保線

等の整備を計画しているほか、大和小学校線改良は令和２年度完了予定です。また、適切

な維持管理に努めていきます。橋梁は点検結果を受け長寿命化に必要な箇所の修繕や、道

路法で義務化された点検を行います。また農道、林道は宇津井大橋の耐震対策、林道信喜

線の改良が完了し、新たに、林道一本木線の一部を舗装する予定です。 

上下水道事業について申し上げます。水道事業は料金収入の減少、施設の老朽化による

維持費用の増大、耐震化の遅れなど経営状況は厳しさを増し、全国、県内で料金改定が相

次いでいます。こうした状況から、美郷町の安定的経営のために料金のあり方について、

多方面からの客観的なご意見を伺うため、昨年８月に「美郷町上下水道事業審議会」に諮

問し、１１月に答申をいただきました。答申では、「①厳しい経営環境が予測され水需要

の動向、施設の状況、経営状態から料金の改定はやむを得ない」「②料金の改定率は事業

を取り巻く環境、財政状況、町民生活への影響等を勘案して、平均２４％が妥当」「③改

定時期は周知期間も考慮し、令和２年４月以降とし、十分で分かりやすい周知に努める」

「④料金の定期的な見直しは５年を目途に審議会で検討する」というものです。町では、

この答申を踏まえて検討を行い２回の議会全員協議会で検討状況をご説明申し上げてきま

した。議員の皆様からいただいたご意見を基に「①激変緩和のために、水道料金を１年に

平均１２％ずつ段階的に２年をかけて２４％引き上げ」「②住民周知の期間を十分とるた

めに、最初の引き上げは令和２年１０月１日、次の引き上げは令和３年１０月１日」とし

たいと考えております。重要不可欠なインフラである水道事業の持続的な運営のためご理

解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。下水道事業では、公営企業会計の対

象範囲が、集落排水、浄化槽事業まで拡大されたことを踏まえ、農業集落排水事業におけ

る台帳の整備を行うなど、新会計制度への移行の準備を進めていきます。 

防災対策については、ハード面の対策として、近年、激甚化する災害から住民の生命財

産を守るため防災減災を目的として、治水、治山、砂防、急傾斜崩壊、地すべり対策等を

国、県へ強く要望していきます。 

空き家対策については、重点分野の取り組みの中でも申し上げたように定住人口の拡大

のために、住居の確保が重要となります。利活用可能な空き家について、所有者や地域へ

の働きかけを一層強め、空き家バンクへの登録促進を図っていきます。また、危険空き家

等については、専門家や地域の方などを含めた協議会を設けて、今年度に策定する空き家
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等対策計画を踏まえた対策を進めていきます。 

若者定住住宅については、都賀本郷の山手ニュータウン２区画が入居者未定の状況であ

るため、地元と連携して、早急に入居者確保に努め、年度内には２戸を建設したいと考え

ています。それ以降の建設は未定ですが、近隣の市町への通勤アクセスのよい場所への建

設等も含め、制度そのものに踏み込んだ検討を行っていきます。 

情報発信・広報については、ホームページの内容を充実させ、美郷町の魅力を発信して

いくとともに、知りたい情報にすぐたどり着けるように、行政ページの情報整理を行いま

す。また、広報紙は、町民の方にとって必要な情報や町の出来事などを分かりやすくお知

らせすることを心掛けて作成していきます。 

景観対策については、美郷町ならではの町並み、景観を残していくための景観計画の策

定作業を引き続き進めます。住民や有識者等で構成する景観計画策定委員会を設置し、地

域との意見交換会などを行い、重点地域の指定やガイドラインづくりを進めていきます。 

２つ目に「人と地域の個性を活かした産業を創出するまち」について申し上げます。 

商工業の振興については、昨年新設した空き店舗等を活用した企業への補助や町内事業

所での新規雇用、新卒者採用への助成によって、空き店舗対策、町内雇用の促進を図るほ

か、商工業等支援事業を拡充して、建設業者の異業種参入の支援など地場産業の維持、拡

大に取り組んでいきます。 

農業振興については、持続可能で活力のある農業を実現するため、集落営農組織の広域

連携や、法人化に向けた取り組みを支援するとともに、高収益作物への取り組みを支援し

て、農業所得の向上を図ります。また、農業用ドローン、ラジコン除草機などの導入によ

る農作業の省力化による農業生産活動の継続のための取り組みを支援していきます。そし

て、新年度から始まる第５期中山間地域等直接支払交付金事業についても、取り組みを推

進していきます。畜産については、引き続き施設整備や増頭に対する支援を行い、畜産経

営の継続を図っていきます。 

林業振興については、美郷町林業振興協議会を通じた林業ニーズの把握と林地台帳シス

テムの充実を進め、森林環境譲与税を有効に活用して、自然災害防止対策を含めた森林整

備と人材の育成・確保に努めていきます。また、満期になる町行分収林については、森林

所有者の合意形成を行った上で、美郷町林業振興協議会の構成機関が一体となった課題解

決とフォローに努めていきます。 

３つ目に「美郷町を担う心豊かな人づくり」について申し上げます。ＩＣＴ教育、英語

教育について申し上げます。令和２年度から小学校の新学習指導要領が全面実施され、こ

れからの時代に必要となる情報活用能力などが重要視され、本格的に取り組むこととなり

ます。国においては、早急なＩＣＴ環境整備の方針を打ち出しています。美郷町は、既に

平成２７年の度からＩＣＴを活用した教育を推進しており、単に環境整備だけでなく、ど

のように効果的に活用していくかを研究している段階であり、全国トップレベルの取り組

みを行っています。この取り組みを一層充実させていきたいと考えています。また、新年
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度から本格実施となる小学校英語についても重点事項として取り組んでいきます。 

ふるさと教育について申し上げます。情報化、グローバル化に対応した教育が必要とな

る一方で、子どもたちが地域を知り、つながりを深めるふるさと教育も大変重要です。今

年度、邑智小学校、大和小学校に地域学校支援コーディネーターを配置しており、地域と

学校教育が係る取り組みを強化していきます。また、公民館と連携して、学校ではできな

い地域に密着した体験活動や地域の拠点施設を活用した放課後児童クラブや放課後子ども

教室など、地域との交流を深める取り組みを進めていきます。町立図書館、みさと本の森

につきましては、昨年、移動図書館車を配備し、移動図書館を開始しました。大変好評の

声をいただいており、巡回の幅を広げるなど、町内全域の皆さんに図書館サービスを提供

できるよう活動を充実していきます。 

４つ目に、「生涯を通じて健康で安心できるまち」について申し上げます。 

町民の皆さまの総合相談体制について申し上げます。子どもから高齢者、障がい者、生

活困窮者対策など包括的な相談窓口の体制を整備していきます。住民の皆さんが困った時

に何でも気軽に相談できる体制をつくり、よりきめ細やかな対応、住民サービスの向上に

つなげていきます。 

子育て支援については、今年度に策定する「第２期美郷町子ども子育て支援事業計画」

に基づき、保健師がいつでも子育て相談に対応できる相談支援体制の整備など、子育て支

援センターと連携して子育て支援の拠点化を進めていきます。 

障がい者福祉については、今後の美郷町の障がい福祉施策の方向性を示す「第６期美郷

町障がい福祉計画」を令和２年度内に策定するため、検討や関係機関との協議を進めてい

きます。人権施策については、昨年３月に美郷町人権施策推進基本方針を改定しました。

「一人ひとりの人権が尊重される社会の実現」を目指し、同和問題、学校でのいじめ、女

性や子ども高齢者に対する暴行や虐待、さらには生活困窮者、障がいのある方、インター

ネット等による人権侵害を重要課題として、積極的に取り組んでいきます。また、すべて

の教育活動の根底に人権・同和教育を据え、人権感覚の育成を図っていきます。 

５つ目に「連帯の絆で支え合うコミュニティのまちづくり」について申し上げます。 

地域づくりについては、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう必要

な生活サービスの確保などを行う「小さな拠点づくり」を進めます。このためには連合自

治会をはじめとする地域運営組織の力が必要です。将来にわたり地域運営が継続するため

の課題解決に取り組み、特に地域運営に係る機会が少ない次世代の参画促進、育成に力を

入れていきます。また、日常生活に必要な機能の確保、防災対策などの課題解決を住民と

一体となって取り組んでいきます。 

ふるさと納税については、令和元年度の納税額はみさ坊プロジェクトを初め、町の認知

度の向上に取り組んできたことや、新たな WEB サイトの導入や返礼品メニューの増加で

前年度に比較して倍増し、初めて１０００万円を超えました。町の魅力的な返礼品の発

掘、充実や、関係人口向けの商品の開発などサービスの拡充を図ります。返礼品の発掘に
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ついては、地域で外貨を獲得するスモールビジネスの取り組みへと展開する後押しもして

いきたいと考えています。また、ふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディン

グや企業版ふるさと納税についても活用の検討を行っていきたいと考えています。 

ＵＩターン対策では、新たな移住支援事業を活用した東京圏からの移住希望者と町内企

業のマッチングのため、町内企業と連携した情報発信などの強化に取り組んでいきます。

結婚対策については、結婚支援相談員を配置し取り組みを強化します。職員とともに、結

婚支援事業の企画立案や、情報発信、出会いの場づくり、縁結びコーディネーターの登録

促進などを行ってきます。また、しまねの縁結びサポートセンターなどと連携し、「しま

ねコンピューターマッチングシステム」の活用、「島根はっぴーこーでぃねーたー」の活

動支援など、結婚対策の強化を進めていきます。 

町に定住する若者世代の暮らしを支援する定住ポイントは、運用を見直して、令和２年

度まで延長して実施しています。この制度は、地域内での消費喚起・下支えなど、地域経

済の活性化にも寄与しています。しかし、仕組みの複雑さ、事務処理の煩雑さの課題もあ

ります。今後、他の制度等と合わせて見直しを行い、効率的な仕組みを検討していきたい

と考えております。 

令和２年度の予算の概要について申し上げます。３つの分野の重点取り組みに加えて、

長期総合計画に基づく施策を着実に進めるために、予算を編成しました。財源では、地方

法人課税の偏在是正措置や幼児教育・保育の無償化、会計年度任用職員制度の施行に伴う

経費の増に対応して、臨時対策事業債を含む地方交付税で８０００万円の増額を見込んで

います。なお、不足する分を財政調整基金と減債基金で２億６８００万円、特定目的基金

で１億３０００万円の計３億９８００万円の基金取り崩しで補っており、昨年に次ぐ厳し

い編成となりました。一般会計は、総額８０億６０００万円で対前年当初に比べ６億２８

００万円、８．４％の増額となります。この主な理由は、防災拠点整備事業を改めて新年

度に計上し直したことのほか、ＩＰ告知端末機器更改事業、邑智クリーンセンター新可燃

ごみ処理・最終処分施設整備費負担金です。これらには、補助金、起債で有利な財源活用

に努めています。防災拠点整備事業の約１１億９０００万円に対しては、約１０億３００

０万円が国から措置され、ＩＰ告知端末機器更改事業では、単なる更新ではなく、住民サ

ービスの向上につながる新機能を持つ端末とすることで、事業費約４億２７００万円に対

して、後年度に２億９９００万円が措置され、邑智クリーンセンター新可燃ごみ処理・最

終処分施設整備費負担金３億４６００万円に対しては、２億３７００万が措置されます。

このうち３つの分野の重点取り組みに係る予算額は、約１８億２２００万円、総合計画の

施策展開に係る予算額は約５９億４８００万円、総合戦略に係る予算額は、約１２億１０

００万円です。また、特別会計は、７会計で合計１４億９６００万円となります。歳入で

は、過疎対策事業債や防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債等の起債のほか、国、県補

助などの活用など有利な財源措置に努めています。歳出では、邑智郡総合事務組合負担金

の増、簡易水道事業・下水道事業・国民健康保険などの各特別会計への繰出金の増など、
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経費を抑制しにくい状況があります。また、新年度には、町の長期総合計画の見直しをす

る予定です。２つのビジョンに向けた新たな施策などを町行政の基本計画である総合計画

に位置づけて取り組んでいくことを考えています。新年度予算では、事業費の精査や抑

制、有利な財源活用などの努力で予算を編成しましたが、厳しい予算編成は恒常化してい

ます。限りある財源を町民の方の暮らしの充実や町の将来のために有効に使っていく必要

があります。総合計画の見直しと併せて、行財政改革に注力して取り組み、事務事業等の

見直し、効率化など行政全般的に検討を進めていく考えです。持続可能な自治体運営のた

めにご理解とご協力をお願い申し上げます。 

新年度は「始まりの年」として、これまで種をまいてきた様々な取り組みが動き出す年

です。町民の皆さんの暮らし、美郷町の将来のために精いっぱい取り組んでまいります。

人口減少、財政縮小の傾向にある中、美郷町のような典型的な中山間地域の過疎の町は、

変わることがリスクではなく、変わらないことがリスクだといっても過言ではありませ

ん。美郷町には高校がない、公立病院がない、鉄道がない、ホームセンターやドラッグス

トアもない。そういう町です。しかし、何もないからこそ、そこにいる人たちは徹底して

知恵を絞っていかなければ何も打開できないという、開き直ることのできる環境に置かれ

ているとも言えます。「革新は辺境から始まる」という言葉があります。「何もないけど知

恵があるまち」として、議会、住民の皆さまと一緒になって、美郷町の未来を切り開いて

いきたいと思います。 

予算のほか諸議案は、後ほど、担当課長からご説明申し上げます。何とぞ慎重なご審議

をいただき、ご賛同いただけますようお願い申し上げまして、私の施政方針を終わりま

す。 

●福島副議長 

 町長の施政方針が終わりました。 

ここで１０時４０分まで休憩といたします。 

 

（休 憩 午 前 １０時 ２５分） 

（再 開 午 前 １０時 ４０分） 

 

●福島副議長 

 会議を再開いたします。 

日程第６、議案の上程、説明を議題といたします。 

議案第１号から議案第２７号までの２７議案を一括上程いたします。 

初めに議案第１号から議案第９号までの条例案９件について、順次提案理由の説明を求

めます。 

●福島副議長 

 住民課長。 
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●旭林住民課長 

 上程をいただきました議案第１号、美郷町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明いたします。改正の理由でございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、こちらが令和元年６月１４日に交

付され、１２月１４日に施行されております。これによりまして成年被後見人等の人権が尊

重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等によ

る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置が見直され、成年被後見人等資格、職種、業務

等から一律に排除するのではなく、心身の状況を個別的、実質的に判断し、制度ごとに必要

な能力の有無を判断することとなりました。これに伴いまして、印鑑登録の資格要件におい

ても見直しがなされ１１月１９日付けで総務省から印鑑登録証明事務処理要領の一部改正

について通知がございました。この通知により、美郷町におきましても美郷町印鑑条例を改

正し、欠格条項の見直しを行うものでございます。それでは、改正内容について説明をさせ

ていただきますので、新旧対象条文をご覧ください。第２章が登録資格を定めております。

第２条第２項第２号におきまして、成年被後見人、こちらを意思能力を有しないもの。第１

号に掲げるものを除くに改正をいたします。これによりまして、満１５歳未満のものと意思

能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができないことになります。尚、こ

の改正によりまして、成年被後見人から印鑑の登録の申請を受けた場合において、法定代理

人が同行しており、かつ当該成年被後見人、本人による申請があるときは当該成年被後見人

は、意思能力を有するものとして、印鑑の登録を受けることができることになります。また

第６条第１項第８号及び第７条第２項の「記録」を「記載が」に改定をいたします。議案に

お戻りください。附則におきまして、この条例の施行日を公布日としております。以上で議

案第１号の説明を終わります。ご審議のほどお願いをいたします。 

続きまして上程をいただきました。議案第２号、美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職

員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたし

ます。改正の理由でございます。国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職

選挙法の一部を改正する法律、こちらが令和元年５月１５日に公布、施行され物価の変動等

により国政選挙における選挙長等の報酬の基準単価が見直しをされたことに伴い、所要の

改正を行うものでございます。それでは、改正内容についてご説明をさせていただきますの

で、新旧対象条文、別記１をご覧ください。こちら別記１の方で選挙長から期日前投票立会

人の日額報酬こちらを１００円から２００円増額改正するものでございます。議案にお戻

りください。附則におきましてこの条例の施行日を公布日としております。以上で議案第２

号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

●福島副議長 

 健康福祉課長。 
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●松嶋健康福祉課長 

 続きまして、上程いただきました議案第３号美郷町子ども子育て支援推進会議条例の一

部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。この条例は平成２５年度に制定され

ておりますが担当課の庶務のところが、住民福祉課のまま訂正しておりませんでしたので、

この度、訂正をお願いしたいと思っております。次ページの条例の内容をご覧ください。美

郷町子ども子育て支援推進会議条例の一部を改正する条例、美郷町子ども子育て支援推進

会議条例（平成２５年美郷町条例第２１条）の一部を次のように改正する。第７条中、住民

福祉課を健康福祉課に改める。附則この条例は公布の日から施行するものでございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程をいただきました議案第４号、美郷町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、ご説明をいたします。まず改正の理由でございます。現在、条例で

定めております普通徴収第９期１２月分でございますが、こちらの納期は月末となってい

るところでございます。この１２月につきましては、年末年始の休暇を挟むことから、町の

税金でございます固定資産税、国民健康保険税、また水道料等におきまして１２月２５日を

納期を定めております。このことから、税料等で納期が異なることにより、被保険者の混乱

を招くおそれがあるため税等と納期を揃えるものでございます。それでは、改正内容につい

て説明をさせていただきますので、新旧対象条文をご覧ください。第４条は、普通徴収に係

る保険料の納期を定めております。第９期の納期を１２月１日から同月末日までこちらを

１２月１日から同月２５日までと改正するものでございます。議案にお戻りください。附則

におきまして、この条例の施行日を令和２年４月１日としております。以上で議案第４号の

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

●福島副議長 

 産業振興課長。 

●永妻産業振興課長 

 失礼いたします。上程いただきました議案第５号、美郷町農業生産施設条例の一部を改正

する条例についてご説明いたします。この条例は、農業生産施設の設置について定めた条例

でございます。次ページにございますように、令和元年度に設置いたしました都賀西地区共

同利用農機具保管施設を第２条の表に加えるものでございます。表に加える内容は、名称、

都賀西共同利用農機具保管施設、１美郷町都賀西４８番地１。建築年度令和元年度でござい

ます。タブレットデータ５の２の２ページに現行の表、改正後の表を添付してございますの

で、ご確認をいただければと思います。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行

することとしております。以上。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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●福島副議長 

 建設課長。 

 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第６号、美郷町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について、ご説明いたします。条例改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明

申し上げます。新旧対照表、別表、２条関係の占用料金表の改正でございます。左側が現行、

右側が改正後の表となっております。道路占用料の額につきまして固定資産税評価額の評

価替え地価に対する賃料の推進等を踏まえ、道路法施行令の一部占用料につきまして、全面

的に改正がされ、令和２年４月１日から施行されることから、本条例の占用料につきまして

も、改正を行うものでございます。附則といたしまして、この条例は道路法施行令の施行と

合わせ、令和２年４月１日から施行といたします。以上が議案第６号でございます。ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第７号、美郷町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明いたします。条例改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。

条例改正の新旧対照表左側が現行、右側が改定後となっております。令和２年４月１日に施

行される民法の一部を改正する法律に伴い、公営住宅制度に関係する改正も行われること

から、本条例を改正するものでございます。主な改正内容といたしましては、５条から１３

条関係につきましては、他の法律に規定されている入居者資格の条件が緩和されるものに

つきまして記載をしております。第１９条は入居者が家賃を支払わない時は、町は敷金を、

その債務の弁済に充てることとすることを明記しております。２１条、２２条は入居者に修

繕に要する費用の負担を求める場合は、当該費用の負担について町長が具体的に定めなけ

ればならないことを記載しております。４２条は、不正行為において入居したものに対する

請求額の算定に、利用する利率を法定利率に変更とする改正内容でございます。附則といた

しまして、この条例は、令和２年４月１日から施行といたします。以上が議案第７号でござ

います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 町長。 

●嘉戸町長 

 議案第８号を上程いたします前に、私から一言ご説明をいたします。施政方針でも申し上

げましたとおり、美郷町上下水道事業審議会から、厳しい経営環境が予測され、水需要の動

向、施設の状況、経営状態から料金の改定はやむを得ない。料金の改定率は、事業を取り巻

く環境、財政状況、町民生活への影響等を勘案して、平均２４％が妥当等の答申を踏まえて

検討を行いました結果、２回の議会全員協議会で状況をご説明申し上げてまいりました。町

執行部といたしましては、こうしたご意見を伺い、町民生活への影響等を勘案し、急激な料

金負担増とならないように激変緩和措置として段階的に２年をかけて、配慮した改定とし
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たいと考えております。ご理解をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。詳細に

つきましては、担当課よりご説明申し上げます。 

●福島副議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第８号、美郷町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明いたします。提案理由といたしましては、町長の施政方針にもありま

したとおり、水道事業は料金収入の減少、施設の老朽化、耐震化の遅れなど、経営状況は厳

しさを増している状況から、重要不可欠なインフラであります水道事業の持続的な運営、安

定経営のために料金改定を行うものでございます。次ページをお願いいたします。激変緩和

措置といたしまして、水道料金を１年に平均１２％ずつ、２年をかけて段階的に２４％まで

引き上げる改正内容となっております。第１条では、令和２年１０月１日から適用する第２

４条第１項にございます水道使用料金表でございます。第２条が、令和３年１０月１日から

適用する水道使用料金表でございます。この２段階の改正ということでございます。附則に

おきまして、施行期日を第１条の規定を令和２年１０月１日、第２条の規定を、令和３年１

０月１日から施行としています。経過措置といたしまして、第１条第２条の規定の施行日以

降、徴収する水道使用料につきまして、１０月３１日までの間に確定する水道使用料につき

まして、従前の料金とする内容となっています。具体的には、１１月検針分から新料金の適

用となる内容でございます。以上が議案第８号でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

●福島副議長 

 総務課長。 

●木川総務課長 

 上程いただきました議案第９号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。この条例は、地

方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、関係する条例について

所要の改正を行うものでございます。この２つの法律の改正により、特別職や臨時的任用の

範囲の厳格化、非常勤職の任用制度の明確化がなされ、会計年度任用職員制度が創設されま

す。また、これに伴い昨年の９月議会では、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例を議決いただいたところでございます。今回の条例改正では、２つの法の改正内容とそ

の趣旨、国のマニュアルを踏まえ関係する９つの条例の関係条項の整備を行います。条例の

概要について申し上げます。新旧対照表、１ページをお願いいたします。第１条では、美郷

町職員定数条例を改正いたします。ここでは地方公務員法の改正による臨時的任用職員制

度の創設に伴い、記述を整備するものでございます。２ページをご覧ください。第２条では、

美郷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を改正いたします。会計年度任用職員

制度の創設に伴うもので、この公表の対象となるのは、フルタイム職員といたします。３ペ
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ージをお願いいたします。第３条では、美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例を改正いたします。会計年度任用職員制度の創設に伴うもので、会計年度任用職員の休職

の期間は任期の範囲内とするものでございます。４ページをお願いいたします。第４条では、

美郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を改正いたします。これも会計年度任用職

員制度の創設に伴うもので、パートタイム会計年度任用職員は給料ではなく、報酬を支給す

るため減給に該当したときは、報酬を減額するものでございます。５ページをお願いいたし

ます。第５条では、美郷町職員の服務の宣誓に関する条例を改正いたします。会計年度任用

職員制度の創設に伴うもので、会計年度任用職員の服務の宣誓の方法は、任命権者が定める

こととするものでございます。６ページをお願いいたします。第６条では、美郷町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例を改正いたします。会計年度任用職員制度の創設に伴うもので、

会計年度任用職員の多様性を踏まえ、勤務日、勤務時間等は、その職や勤務の形態を考慮し

て定めることとするものでございます。７ページをお願いいたします。第７条では、美郷町

職員の育児休業等に関する条例を改正いたします。会計年度任用職員制度の創設に伴うも

ので、育児休業について、国家公務員と同様の制度を整備するものでございます。少し飛び

まして１２ページをお願いします。第８条では、美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員

に対する報酬及び費用弁償支給条例を改正いたします。地方公務員法による非常勤特別職

の厳格化と会計年度任用職員制度の創設に伴う職の整理と合わせ、報酬額表を整理いたし

ます。なお、報酬額の水準は変わりませんが、金額が異なる委員等列記し、それ以外の委員

等は、日額５２００円とし、特別な場合は、職務の特殊性を考慮すると整理しております。

１７ページをお願いいたします。第９条では、美郷町職員の給与に関する条例を改正いたし

ます。会計年度任用職員制度の創設に伴い、該当しなくなった条を廃止するものでございま

す。この条例の施行期日は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行日と

同じ令和２年４月１日といたします。以上で議案第９号の説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 次に、議案第１０号から第１７号までの予算案８件について、順次提案理由の説明を求め

ます。 

●福島副議長 

 会計課長。 

●井上会計課長 

 それでは、上程になりました議案第１０号、令和２年度美郷町一般会計予算について、ご

説明します。令和２年度の予算編成にあたっては、総合計画の前期最終年度である中、基本

施策に捉われず、次のステップとなる後期計画策定にあたり、住民にとって有益な事業に趣

きを置いて財源を投入しました。固定資産税が、軽自動車税など自主財源の減収が顕著であ

ることから、すべての事務事業を一端リセットし、そこから真に必要な事業のみを拾い上げ

るダンプ＆ピック方式を予算要求スタンスとして取り入れ、効果的な事業の裏付けとして、
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計画、法令、要綱に即する事業施策を基本とした予算編成です。歳入歳出はそれぞれ８０億

６０００万円となっております。昨年度、当初予算に対しまして８．４％の増額となってお

ります。令和２年度で再構成した太陽光発電設備を要する防災拠点整備事業や、みさと光ネ

ットのＩＰ告知端末の更改事業、新可燃ごみ処理、最終処分施設整備が増額要因となってい

ます。大型事業以外では、簡易水道及び下水道など、特別会計における繰出金が減収や設備

の改修により年々増額となっております。これらの歳出を支える歳入においては、自主財源

が約１０億７２００万円で、全体の１３．３％、残りの８６．７％が地方交付税や国や県か

らの補助金、支出金、そして、地方債で賄っている歳入構成です。特に、自主財源のうち基

金からの繰り入れは、３億９７５０万、昨年当初予算より、１億余り、取り崩す額は減って

おりますが、令和３年以降も、基金の取り崩しは、必死となってきます。７ページをお願い

します。第２表、債務負担行為です。令和２年度から、新たに生じるものはありませんが、

雪害で、農業用パイプハウスの復旧に係る農業信用基金協会の損失補償金は１２万５００

０円から４０００円減額となったため、改めて限度額を１１万１０００円とさせていただ

くものです。８ページをお願いします。８ページ、第３表地方債です。それぞれの起債の限

度額、起債の方法、利率、償還の方法を設定するものでございます。合計で１６億８９２０

万円を限度額としております。昨年度より１億４０万円の減額の計上となりました。それぞ

れの地方債は、歳入での詳細説明のご説明を申し上げることとして、第２表、地方債での説

明は省略させていただきます。財政を受け持つ立場から、町税、地方交付税、先ほどの地方

債のうち新たなもの重要なものについて、説明をさせていただき、それ以外はそれぞれの予

算決算委員会で、質疑説明にかえさせていただきたいと思います。それでは、１１ページを

お願いします。２歳入の事項別明細の内訳書です。新たなもの、重要なものについて説明を

させていただきます。上段、款１町税、項１町民税、目１個人です。下の段の法人は前年並

みの予算立てとしておりますが、個人分は原価において、直近の決算状況等で見込みにおい

て、現年度では、３．２％を減とした１億２１７７万６０００円で算定をしております。そ

の下、固定資産税です。昨年度比１５６０万１０００円の減額、２億４８５１万７０００円

の算定です。土砂災害特別警戒区域による土地の評価減によるものです。１２ページをお願

いします。最上段、款１、項３軽自動車税、目２環境性能割です。軽自動車税の取得税が昨

年１０月から、燃料課税制度で、環境性能割に代わり、軽自動車税の登録時の環境性能割は

市町村に移譲され、２４９万５０００円を算定しております。これに伴い、自動車取得税は、

皆減となります。１３ページをお願いします。２段目、款２地方譲与税、項４森林環境譲与

税、目１森林環境譲与税です。こちらは国が配分ペースを大幅に早めることを決めたことに

より、昨年度より倍以上の１８００万増額の２９００万円を見込んでおります。１４ページ

をお願いします。２段目、款６法人事業税交付金、項１法人事業税交付金、目１法人事業税

交付金でございます。地方法人課税による新たな偏在是正措置のため、創設されました。国

及び県の試算を参考に１００万を計上しております。その下款７地方消費税交付金でござ

います。これは、消費税１０％に引き上げる、その影響から１５００万円増額の９７００万
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で算定をしております。次のページ、１５ページをお願いします。２段目です。款１０地方

税、項１地方税でございます。一本算定となるもの、令和２年度より地方社会再生による事

業算定が、新たな基礎数値となったため３０００万増額で、３３億１５００万を見込んでお

ります。特別交付税は昨年と同水準の見込みで同額を計上します。少し飛びまして、１９ペ

ージをお願いします。１９ページ、款１４国庫支出金、項２国庫負担金、目 1 民生費国庫負

担金です。中ほどの節３児童福祉費負担金です。昨年の保育料の３歳以上無料化に伴う国か

らの負担金を２１６０万の増額を見込、７４２４万７０００円を算定しました。県費負担金

と合算すると２７７８万円が増収となります。２１ページをお願いします。上段、款１４国

庫支出金、項２国庫補助金、目８消防費補助金です。防災拠点整備の事業において、３カ所

の設備設置箇所の追加と、令和元年度の予算の工事部分を改めて計上したものです。補助金

の事業名は、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金となっておりまして、８億８５５１万８

０００円をこちらに計上してます。２５ページをお願いします。款１５県支出金、項２県補

助金、目７土木費県補助金でございます。こちらの節１住宅費県補助金。一番上の定住促進

賃貸住宅建設補助金２０００万円。こちらはですね、民間の事業者が建設する住宅に補助金

として、支援するものでございます。その下の定住促進賃貸住宅建設補助金事業補助金、よ

く似た名前ですが、こちらは若者定住住宅２戸分８１４万を計上してます。そして一番下、

島根定住促進住宅整備支援事業補助金３５０万は、昨年度も計画しました空き家を買い取

り、リノベーションをする事業に対するものです。２８ページをお願いします。款１７寄付

金、項１寄付金、目２指定寄付金です。がんばれ美郷町指定寄付金は、令和元年度の実績を

勘案して１０００万円を増して１５００万を計上しました。その下、款１８繰入金、項２基

金繰入金です。目１財政調整基金繰入金は、固定資産税の算定目減りや、始まりの年として

の財政措置として２億２０００万円を充当して計上しております。目３公共施設維持管理

基金繰入金は、例年の大規模改修に３０００万、それに加え庁舎空調更改工事の補助裏に基

金を１６００万充て、公共施設等個別施設計画の委託料に４００万を充てとります。合わせ

て５０００万円です。２９ページをお願いします。目１４地域振興基金繰入金です。昨年は

大和荘の備品購入などで充当しとりましたが、令和２年度をその分が皆減して３５１０万

円を充当しとります。なお、ふるさと水と土保全対策基金はほぼ基金が枯渇したことから、

廃目。電算機器管理基金は、歳出要求がないことから廃目となっております。３３ページを

お願いします。上の段、款２０諸収入、項７雑入の総額が７６４０万６０００円の減額とな

っております。主な原因は、昨年度においては、三江線代替交通費用協力金５０００万。役

場分庁舎解体に係る移転補償費１２６７万６０００円。こちらがあったことから、今年度は

７６４０万６０００円の減額となっております。続いてその下の段、款２１町債、項１町債

です。目１総務費、２段目過疎対策事業債を用いて、情報通信移設整備機器事業債４億２７

００万円。こちらは、ＩＰ告知端末の更新の費用に充当させていただきます。一番下の段、

旧大和荘整備事業債、こちらは過疎対策事業債を用いた大和荘整備事業債でして１９９０

万円、太陽熱利用設備の費用に充当します。３４ページをお願いします。目３衛生債です。
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こちらも過疎対策事業債を用いて、じん芥処理対策事業３億３８７０万、こちらは邑智郡及

び大田市の共同施設新可燃ごみ施設に１億５５００万円。最終処分場整備の費用に１億８

３７０万、それぞれ充当します。一番下、目６消防債です。緊急防災減災事業債を用いての

消防施設債２６３０万は、消防団のポンプ積載車及び防火水槽新設２基の費用に充当しま

す。３５ページ、同じく消防債でございます。節２防災対策事業債１２００万円は、緊急防

災・減災企業債を用いて内水排除ポンプ５台、こちらの購入の費用に充てます。続いて、１

１商工債でございます。こちらも同様に過疎対策事業債を用いて、観光施設整備事業２００

０万円でございます。旧三江線、粕渕トンネル周辺整備の事業の費用に充当します。歳入に

ついては以上でございます。続いて歳出です。歳出についても同様、予算決算委員会におい

て詳細な事項は担当課からなされますので、主な取り組みの中でも、新たなもの、特出なも

のについて説明をさせていただきたいと思います。少し飛びまして４１ページをお願いし

ます。款２総務費、項１総務管理費、目６企画費です。説明欄００１企画費、非常勤職員報

酬としてございます。これはインドネシアバリ島マス村からの渡航者の支援として、美郷町

に国際交流員を配置する報酬として、７カ月分１９６万円を計上しております。４４ページ

お願いします。款２総務費、項１総務管理費、目６企画費。説明欄００８でございます。こ

ちらの指定管理者施設管理費、工事請負費の８３４１万８０００円。主な内訳としましては

ゴールデンユートピアの改修工事が主なものでございます。テニスコートの天井の解体、こ

ちらに１７６０万、テニスコートの照明を更改する、新しくします。こちらに５１０万４０

００円。遊具の撤去費用に２７０万５０００円。そしてガスボイラーの修繕で６６６万４０

００円。更衣室のエアコン１９１万３０００円。プール内の塗装ですね、こちら３５６万。

この他にですね、新大和荘の太陽熱の設備装備しまして４５００万。これを加えましたもの

が８３４１万８０００円となっております。４９ページの方をお願いします。款２総務費、

項１総務管理費、目１２電子計算費です。説明欄は００５情報通信基盤整備事業債、工事請

負費４億２７０４万８０００円でございます。みさと光ネットのＩＰ告知の更新に係る経

費として計上させていただいております。少し飛びまして、６９ページをお願いします。款

４衛生費、項２清掃費、目２塵芥処理費。説明欄００１でございます。真ん中の方でござい

ます。塵芥処理費、一部事務組合負担金４億４２５３万３０００円。令和４年度を供用開始

を目指しております邑智郡及び大田市とともに整備を進めている次期可燃物処理施設。こ

ちらは１億５５０８万円でございます。最終処分場に係る整備につきましては、負担金とし

て１億９１２９万７０００円。これ以外に現ごみ施設の運営費８０９３万９０００円。また

整備費１５２１万７０００円、合わせて４億４２５３万３０００円でございます。次７０ペ

ージをお願いします。款５労働費、項２労働諸費、目１労働諸費でございます。説明欄００

４、重点分野雇用創造事業補助金１００万円でございます。これは森林環境譲与税を用い、

林業関係事業者の人材確保にかかわる費用の軽減、また、林業体験等の経費の助成で、雇用

対策を図るものでございます。７１ページをお願いします。款６農林水産業費、項１農業費、

目２農業総務費。説明欄は００２農業施設管理費でございます。工事請負費のところ６５０
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万あります。こちらは緊急自然防止対策事業債を活用した農道橋の更新に３００万、排水路

の安全対策工事等で３５０万を計画して実施をしております。７９ページをお願いします。

款７商工費、項１商工費、目２商工業振興費です。説明欄００１商工業振興費、測量設計委

託費２００万並びに工事請負費１８００万。こちらは廃線となったＪＲ三江線のトンネル

活用したワイン貯蔵庫並びに粕渕駅周辺のですね、整備を実施したいということで計画を

出させてもらっております。８０ページをお願いします。款２商工費、項１商工費、目３観

光費、説明欄００１の工事請負費５００万のところです。こちらは町のＰＲのため統一的な

報告看板、町の看板を設置したいと思いまして、町境等を中心にですね、みさととをモチー

フとした看板を５基から６基設置するものでございます。８５ページをお願いします。款８

土木費、項６住宅費、目２住宅建設費、説明欄００１でございます。住宅建設費、こちら測

量設計委託に１９１万円、工事施工に１７６０万円、土地購入費６５０万。これは、インド

ネシアバリ島技能実習生や特定地域づくり共同組合のですね、人材派遣事業なので地域づ

くり人材のいる方のですね、住居の確保を求めて、中古住宅を取得して改修するものでござ

います。その下の５０００万、こちらは美郷町近郊の企業に勤務する単身者向けの住宅を整

備する民間賃貸住宅建設に対する支援の補助金でございます。８６ページをお願いします。

款９消防費、項１消防費、目２非常備消防費でございます。説明欄００１でございます。中

ほどにあります庁用器具費３６０万あります。これは消防団の活動服、こちら随分前にです

ね、新企画の活動服と同じ久しく変えてないことから、活動服の上下の更新でございます。

８７ページをお願いします。同じく款９消防費、項１消防費、目５災害対策費、説明欄００

３防災拠点整備事業、工事請負費１１億９０００万円でございます。大規模災害の発生によ

る長期間の停電が発生した場合の防災拠点となる役場庁舎等のですね、業務継続、避難所に

おける電源確保のため太陽光パネルによる発電及び蓄電池を設置。昨年度計画より吾郷公

民館、浜原隣保館、別府の小さな拠点で整備するものでございます。９７ページをお願いし

ます。款１０教育費、項７保健体育費、目１保健体育総務費。説明欄００１保健体育総務費

事務業務委託料５２０万６０００円。こちらのうち５００万はですね、令和１１年で島根県

で開催されます第８４回国民スポーツ大会カヌー競技大会誘致のための調査事業費でござ

います。９８ページをお願いします。款１０教育費、項７保健体育費、目２体育施設費でご

ざいます。説明欄００１体育施設費。中ほどにあります機械器具費４６７万１０００円並び

にその１つ下の公課費３万３０００円。カヌーの里おおちにあるカヌートラックでござい

ますが、既に修理部品が中々存在しないということで、これを更新するものでございます。

１０２ページをお願いします。１０２ページ、職員等のですね、人件費の根拠となる人員や

企業の増減、昇給、手当については、こちら１０２ページから１０４ページの資料となりま

す。昨年度との対比では、会計年度任用職員の導入によって、種別項目が加わりました。制

度導入に当たり、その他の特別職を見直し、再考した結果の減数が生じました。そして、１

０５ページにつきましては、地方債の状況として、令和２年度末の見込みも含み、平成３０

年度現在高、令和元年度の見込み額です。これらをお読み取りいただければと思います。最
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後に債務負担行為です。翌年度以降にわたるものの調書です。１０６ページをご覧ください。

令和２年度から、新たに債務負担行為を発生するものはございません。以上で議案第１０号

の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

●福島副議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程をいただきました議案第１１号、令和２年度美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算についてご説明いたします。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１０９万９０

００円でございます。それでは、歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。

４ページをお願いをいたします。まず４ページ、歳入でございます。款２県支出金３１万５

０００円。前年度比較３０００円の増額でございます。こちらは事務費に対します県からの

補助金。失礼いたしました。款２県支出金３１万５０００円、前年度と比較して、３０００

人円の減額でございます。失礼いたしました。こちらは、事務費に対します県からの補助金、

住宅新築等償還推進調整事業補助金、こちらを計上してございます。款４諸収入７８万４０

００円、前年度比較２０００円の減額でございます。こちらは償還金の現年度分及び滞納繰

越分を見込んで計上してございます。続きまして、歳出５ページをお願いをいたします。款

１土木費４２万１０００円、前年度比較４０００円の減額でございます。こちらは内容とい

たしまして、事務費といった内容となってございます。款２公債費６７万８０００円、１０

００円の減額でございます。こちらは借入先、かんぽ生命保険でございますが、借入先へ納

める償還金の元金及び実施分を計上してございます。歳入歳出ともに、令和２年度予算額１

０９万９０００円、５０００円の減額予算を計上させていただきました。以上、議案第１１

号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

●福島副議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第１２号、令和２年度美郷町簡易水道事業特別会計予算につい

て、ご説明いたします。歳入歳出予算の総額は、それぞれ２億１１１２万８０００円でござ

います。歳入歳出予算事項別明細書でご説明いたします。４ページをお願いいたします。歳

入でございます。款１水道事業収益、本年度予算額１億１９３０万７０００円。前年度より

４２８万７０００円の減でございます。水道使用料の今年度見込額、雑収入といたしまして、

国道３７５号等の移転補償費を計上しております。款５繰入金、本年度予算額９１７７万１

０００円。９１３万８０００円の増額でございます。運転公債費分の増額でございます。款

６繰越金、本年度予算額５万円。４万５０００円の増額でございます。款７町債、本年度予

算計上はございません。２０６０万円の減額でございます。５ページをお願いいたします。

歳出でございます。款１上水道費、本年度予算額１億１３１６万５０００円でございます。
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１６３４万１０００円の減でございます。款２公債費、本年度予算額９７６６万３０００円、

６３万７０００円の増でございます。簡易水道施設整備費地方債償還金でございます。款３

予備費、本年度予算額３０万円、昨年と同額を計上しております。以上が議案第１２号の説

明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第１３号、令和２年度美郷町下水道事業特別会計予

算につきまして、ご説明いたします。歳入歳出予算の総額はそれぞれ３億４１０５万６００

０円でございます。歳入歳出予算事項別明細書で説明をいたします。５ページをお願いいた

します。歳入でございます。款１下水道事業収益、本年度予算額８３２１万８０００円、前

年度より５７５万円の増でございます。これは公共下水道、農業集落排水、小規模集合排水、

個別排水の今年度料金収入見込額及び国道３７５号改良に伴う移転補償費を計上しており

ます。款２国庫支出金、本年度予算額２９１４万６０００円、２２３５万８０００円の増で

ございます。計上しておりますのは、公共下水道スクリーンユニット設置費補助金及び合併

浄化槽補助金分となっております。款４繰入金、本年度予算額１億９４９７万２０００円。

９６３万８０００円の増でございます。これは公共下水道、農業集落排水、小規模集合排水、

個別排水の運転公債費分と建設改良分となっております。款５繰越金、本年度予算額２万、

昨年と同額を計上しております。款６町債、本年度予算額３３７０万円。スクリーンユニッ

ト設置工事により２３８０万円の増でございます。戻っていただき、４ページをお願いいた

します。第２表地方債でございます。公共下水処理場のスクリーンユニットの設備更新に２

４００万円、合併浄化槽整備に９７０万円を計上しております。限度額合計３３７０万円。

起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。６ページをお願いい

たします。歳出でございます。款１下水道費、予算額１億９７７４万９０００円。国道３７

５号改良に伴う支障移転工事および公共下水処理場の設備更新、環境調査等の委託に伴い、

６１４０万９０００円の増でございます。款２公債費、予算額１億４３１０万７０００円、

１３万７０００円の増でございます。償還金換金の増が主な理由でございます。款３予備費、

本年度予算額２０万円。昨年と同額を計上しております。以上が議案第１３号の説明でござ

います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 健康福祉課長。 

●松嶋健康福祉課長 

 続きまして上程いただきました議案第１４号、令和２年度君谷診療所特別会計予算につ

いてご説明いたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６９万２０００円でご

ざいます。４ページをお開きください。歳入の方は、款１診療収入が１９８万円で、１４万

４０００円の減でございます。２使用料及び手数料は１万３０００円。３繰入金９９万８０

００円は、６万８０００円の増となっております。前年度比較です。４県支出金が１７０万

１０００円となっております。５ページをごらんください。歳出でございます。１総務費が

３８２万４０００円、で１８万６０００円の増。２医業費が８４万８０００円で、１２万９
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０００円の減予備費が同額の２万円となっております。合計いたしまして５万７０００円

の増となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程をいただきました議案第１５号、令和２年度美郷町国民健康保険特別会計予算につ

きまして、ご説明いたします。歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ６億７０１０万８００

０円でございます。それでは、歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。ま

ず、歳入４ページをお願いをいたします。款１国民健康保険税、７１７２万９０００円。対

前年比３３万２０００円の減額でございます。この保険税につきましては、現在の税率、こ

ちらを用いまして調停見込額に徴収率、現年度分、過年度分、こちらの徴収率を乗じて算定

をさせていただいております。款４使用料及び手数料３万円。前年と同額でございます。督

促手数料といった内容でございます。款５国庫支出金、１２６万５０００円。こちらは、マ

イナンバーカードを用いましたオンライン資格確認等システム整備事業費補助金となって

ございます。款８県支出金、５億２４０５万７０００円。対前年比１６３４万６０００円の

減額でございます。平成３０年度から国民健康保険の財政運営が島根県となってございま

す。保険給付費に必要な費用、こちらが県から市町村へ交付されるものでございます。この

中身といたしまして、医療費に充てる普通交付金また保険者努力支援や健康診断、検診事業

費などの特別交付金となっております。健康診査に係る事業費でございます。失礼いたしま

した。款１１財産収入４０００円、こちらは国民健康保険積立金利息でございます。款１３

繰入金、７２７１万９０００円。６８５万円の対前年比増額でございます。国保運営のため

の基金の取り崩し、職員給与費、財政安定化支援事業費等一般会計からの繰入金を計上して

ございます。款１４繰越金１０００円。こちらは科目の頭出し予算でございます。款１５諸

収入、３０万３０００円。こちらは前年度と同額でございます。第３者行為納付金を見込み

として計上してございます。続きまして、歳出予算でございます。５ページをお願いをいた

します。款１総務費、２２６７万４０００円。対前年費６７１万４０００円の増額でござい

ます。主なものといたしましては、一般管理費におきまして、人件費の増額分、また会計年

度任用職員に係ります報酬の組み替え及びマイナンバーカードを用いましたオンラインシ

ステム改修導入負担金の新設、こちらが主な要因となってございます。なお２０ページ以降

に給与費明細書を付けておりますので、ご確認をいただければと思います。款２保険給付費

５億１５８万４０００円。対前年比６８４万１０００円の減額でございます。こちらは国保

連の推計を基に算定をしてございます。款８保健事業費１０３６万５０００円。対前年比３

７１万６０００円の減額となってございます。会計年度任用職員に係る人件費の組替えに

よる減。また、特定健診委託料の減、こちらが主な内容となってございます。特定健診にお

きましては、人工知能等を活用した受診率向上事業に取り組んでおるところでございます。

款９基金積立金４０００円。６０００円の減額でございます。こちらは科目頭出し予算でご
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ざいます。款１１諸支出金３４万２０００円。対前年比１万円の減額でございます。過年度

に保険税等の還付が生じた場合、こちらの対応予算となってございます。款１２保健事業費

納付金１億２７８０万５０００円対前年比２６２万円の減額となってございます。こちら

は県での国保運営のため、納付する事業費納付金を計上してございます。款１３予備費、７

３３万４０００円。対前年比２６２万円の減額でございます。予備費につきましては、保険

給付費の内、保険給付費こちら一般被保険者に係ります保険給付費の約１．５％相当分を見

込んでございます。歳入歳出ともに、令和２年度予算額６億７０１０万８０００円で、前年

度８５５万９０００円の減額予算を計上させていただきました。以上、議案第１５号の説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

●福島副議長 

 健康福祉課長。 

●松嶋健康福祉課長 

 上程いただきました議案第１６号、令和２年度美郷町国民健康保険診療所特別会計予算

についてご説明いたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１２４万５０００

円でございます。内容につきましては、４ページをお開きください。歳入、款１診療収入３

９１６万円、前年度と同額でございます。２繰入金４１８３万５０００円、２４万２０００

円の増額でございます。使用料及び手数料は２５万円、昨年度と同額でございます。続きま

して、５ページ歳出の方をご覧ください。款１総務費、７５４９万４０００円。２５万１０

００円の前年度比増でございます。２医業費５２３万１０００円。９０００円の減でござい

ます。４予備費５２万円、昨年度と同額でございます。歳出の合計が２４万２０００円の増

となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程をいただきました議案第１７号、令和２年度美郷町後期高齢者医療特別会計予算に

つきまして、ご説明をいたします。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億８６６５万

２０００円でございます。それでは、歳入歳出予算事項別明細書でご説明をさせていただき

ます。まず歳入でございます。４ページをお願いをいたします。款１後期高齢者医療保険料

５３１０万２０００円。対前年比８２８万２０００円の増額でございます。こちらは後期高

齢者医療保険料、２年ごとに改定されることとなってございます。均等割額及び所得割率の

見直し、この見込に伴います試算の結果、保険料収入が増加する見込みとなってございます。

款２使用料及び手数料７０００円。こちらは前年比増減はございません。こちらは保険料の

滞納に係ります督促手数料等を見込んでございます。款５繰入金、１億３２７１万３０００

円。対前年比４７９万２０００円の増額でございます。こちら保険基盤安定制度繰入金、こ

の増額が主な理由となってございます。款７諸収入８３万円。２８万８０００円の減額でご

ざいます。こちらは広域連合からの予防事業等の受託に伴います委託料の減額が主な理由
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となってございます。続きまして歳出でございます。５ページをお願いをいたします。款１

総務費５６２万４０００円。対前年比３３万６０００円の増額でございます。職員の人件費

の増額分が主な理由となってございます。１２ページ以降に給与費明細書を付けておりま

すので、ご確認をいただきますようにお願いをいたします。款２後期高齢者医療広域連合納

付金１億７９８９万円。１２４４万円の増額でございます。こちらは、広域連合の負担金算

定より増額計上としてございます。款３諸支出金、１１万円。対前年比５０００円の増額で

ございます。後期高齢者医療保険料還付の際の加算金等、若干増を見込んでの計上でござい

ます。款４健康診査等事業費５２万８０００円。５０００円の増額となってございます。従

来から取組実施をしております各種検診委託料、こちらが主な内容となってございます。款

５予備費５０万円、こちら前年度同額を計上をしてございます。歳入歳出ともに令和２年度

予算額１億８６６５万２０００円。１２７８万６０００円の増額予算を計上させていただ

きました。以上、議案第１７号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

●福島副議長 

 説明の途中ですが、午後１時まで休憩をとりたいと思います。 

 

（ 休 憩  午 前  １１時 ５３分） 

（ 再 開  午 後   １時 ００分） 

 

●福島副議長 

 それでは会議を再開いたします。 

一般事件案議案第１８号から議案第２７号までの１０議案について、順次提案理由の説

明を求めます。 

●福島副議長 

 企画推進課長。 

●石田企画推進課長 

 上程いただきました議案第１８号、公の施設の指定管理者の指定について、美郷町潮交流

研修宿泊施設の概要や選定方法、指定管理者候補などについてご説明を申し上げます。初め

に施設の概要でございます。所在地は、美郷町潮村２９８番地、建物の構造は木造平屋建て、

交流館１棟、宿泊棟１０棟、延べ床面積は５９３．１７平米でございます。現在の指定管理

者は株式会社グリーンロードだいわでございます。次に選定の方法でございます。現行の指

定管理者を指名選定した上で応募要件を含め審査を行いました。制定の理由でございます。

この法人は、平成１８年度から指定管理者制度によって管理運営に携わり、長年の経験から

幅広くノウハウを蓄積し、住民へのサービスにおいて信頼を受けているためでございます。

指定管理者の候補者でございます。団体の名称株式会社グリーンロードだいわ、指定期間は

令和２年４月１日から令和２年１２月３１日でございます。指定管理料は８２５万円を予
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定しております。以上、議案第１８号について説明を終わります。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

●福島副議長 

 総務課長。 

●木川総務課長 

 それでは上程いただきました議案第１９号、公の施設の指定管理者の指定について、ご説

明申し上げます。まず提案理由をご説明申し上げます。美郷町基幹集落センターの指定管理

者は、現在地元の都賀西連合自治会としており、その管理の期間が令和２年３月３１日をも

って終了いたします。令和２年４月以降の管理につきましても、引き続き都賀西連合自治会

から指定管理者の指定申請書が提出されております。引き続き、同連合自治会を指定管理者

としたく地方自治法第２４４条の２第６項の規定による議決を得るためこの議案を提出す

るものでございます。公の施設の名称、美郷町基幹集落センター、指定管理者の指定を受け

る団体の名称、都賀西連合自治会指定の期間、令和２年４月１日から令和７年３月３１日ま

で以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 企画推進課長。 

●石田企画推進課長 

 上程いただきました議案第２０号、美郷町過疎地域自立促進計画の一部変更について、ご

説明を申し上げます。次ページの方をお願いいたします。平成２８年度から平成３２年度を

経過期間としました過疎地域自立促進計画に対して、令和元年度以降の新たな計画や変更

を照査した事項を追記変更するものでございます。変更前と変更後の対比にて説明いたし

ます。区分１産業の振興です。変更後の下線の部分が追加となり、計画概要に旧ＪＲ三江線

の跡地施設の効果的な観光利用を目的として、今後の利活用を位置づけるものです。また、

商標登録を行いました美肌県美肌町について、美肌に関するコンテンツを有効活用してＰ

Ｒを図るための追記でございます。下段２ページから次の３ページにかけては、これによる

事業名及び事業内容の追記となります。３ページの下段をお願いいたします。区分２、交通

通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進です。現在、整備に向けて検討しております

告知端末の整備事業、サテライト整備事業、昨年度から継続しておりますホームページ再構

築事業について、事業の追加をしたものです。４ページをお願いいたします。区分４、生活

環境の整備です。現在、事業を進めております防災拠点整備事業について追加しております。

また、下段には防災拠点整備事業を含めた防災関連の事業を追加しております。５ページを

お願いします。区分８集落の再編です。新たに５つの事業を追加するものです。集落再編事

業として３つ、自立促進特別事業として２つを追加しております。６ページ以降は、過疎地

域自立促進特別事業分において詳細事項の追加記載、事業年度の変更等について、記載をし

たものでございます。なお事業年度の表記につきまして、平成を引き続き使用しております。

このことは、県とも協議を行った結果、令和と読み変えて良いということでございましたの
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で、平成と記載しております。以上、議案第２０号の説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

続きまして上程いただきました議案第２１号、京覧原辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて、ご説明を申し上げます。交通条件及び自然的、経済的などの諸条件に恵まれず、中

山間地などで辺地事業債を財源とする事業に取り組むため、辺地に係る公共的施設の総合

整備のための財政上の特別措置等に関する法律において計画を策定するものでございます。

追加となる公共的施設を必要とする事業は、君谷地区除雪車車庫の建設でございます。現在

は、町中心部である端数地域にしか保管場所がない状況で、その都度機械の改装を余儀なく

され、また仮置きとして駐車するスペースには、風雪をしのぐ屋根がなく点検作業にも支障

を来しているという状況です。君谷地区に除雪体制の基幹基地となる除雪車車庫を建設し、

機械の長寿命化、スムーズな除雪体制の構築と作業率アップを図り、除雪体制の強化を満た

すものでございます。計画期間は、令和２年度の１年間でございます。事業費は３０００万

円、１辺地対策事業債の充当予定は、９９０万円でございます。これを整備計画に追加する

ものです。以上、議案第２１号について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

続きまして、上程いただきました議案第２２号、宮内辺地に係る総合整備計画の策定につ

いてご説明を申し上げます。計画の目的は先ほどと同じでございます。追加となる公共施設

を必要とする事業は、町道都賀行宮内線の道路改良でございます。都賀行地区と比之宮地区

を結ぶ幹線道路で、生活に欠かせない重要路線であり、特に、町中心部への通勤利用者が多

いという状況でございます。現状として、幅員が狭く急カーブも多いことから、特に冬季の

通行に支障を来たしているため、改良により交通の安全を確保することを目指すものでご

ざいます。計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間。事業費は２億５０００万

円。内、辺地対策事業債の充当予定は２億５０００万円でございます。これを整備計画に追

加するものでございます。以上、議案第２２号について説明を終わります。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 総務課長。 

●木川総務課長 

 上程いただきました議案第２３号、美郷町新町建設計画の一部変更についてご説明いた

します。まず提案理由を申し上げます。この変更は平成１６年の町村合併に当たり、合併後

の美郷町の建設の基本方針、まちづくり施策等を示すために策定した新町建設計画につい

て、その期間を５年間延長し、令和６年度までとするものでございます。これに伴い合併特

例債の起債可能期間を５年間延ばすことができることになります。この計画に基づき実施

する事業につきましては、合併特例法により合併後の１０年間について地方債である合併

特例債の起債が可能であり、当初は平成２６年度までで策定しておりました。その後、平成

２４年に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が改正施行によ
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り、起債可能期間が１５年間まで延長可能となったため、平成２６年には計画の期間を平成

３１年度まで延長したところでございますが、平成３０年の法改正で起債可能期間が２０

年間まで延長になっております。なお、この変更議案提出に当たりましては、法に基づく県

との事前協議を終えております。変更点の概要及び要点についてご説明いたします。今回の

変更は、期間を延長することで、計画内容に変更はございません。また期間延長に伴い、数

計値などの時点修正を行っております。１点目は、計画期間の延長であります。これに係る

変更を新旧対照表４ページをお願いいたします。見出し第１章序論で行っております。計画

で定めている期間を合併後の１５年間の平成３１年度までから２０年間の令和６年度とし、

所要の箇所、記述の変更を行っております。２点目は計画の主要指標の時点見直しでござい

ます。これに係る変更を新旧対照表６ページの見出し、第３章主要指標の見通しで行ってお

ります。人工と就業人口の見通しについて、前回の延長当時の推計から、これまでの実績と

変更する現時点での推計に変更するものでございます。なおこの推計は、計画策定時に引用

した国立社会保障人口問題研究所の推計に基づいております。３点目は、財政計画の時点見

直しでございます。これに係る変更を新旧対照表９ページの見出し第８章財政計画と１２

ページの別紙４財政シミュレーションで行っております。財政の見通しについて、前回の延

長当時の推計から、これまでの実績と変更する現時点での推計に変更するものでございま

す。この財政見通しは、平成３１年２月に策定し、公表した中期財政計画に基づいたもので

ございます。計画を延長することで、令和２年度から６年度までの事業を行う場合に、合併

特例債の充当ができることとなります。起債可能となる額は約５億３０００万円で、大和荘

建設事業の繰越分の費用に充てることができることとなります。以上が議案第２３号の説

明でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

●福島副議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第２４号、町道路線の認定についてご説明いたします。この度上

程いたしました路線は、路線番号４５２号、路線名は長藤宮内線でございます。起点は美郷

町長藤９５８番８地先。終点は美郷町宮内７８８番４地先でございます。内容につきまして

は、国道３７５号を起点といたしまして、笹目集落内を通過し、終点の県道邑南飯南線を結

ぶ林道大和線の町道認定をお願いするものでございます。区間延長は３４０４メーターで

ございます。以上が議案第２４号でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。     

続きまして、上程いただきました議案第２５号、町道路線の変更について、ご説明いたし

ます。この度、上程いたしました路線は、路線番号２９６号、路線名は西円寺支線でござい

ます。変更は、旧起点美郷町都賀本郷４１８番９地先を新しい起点として、都賀本郷４３０

番地先に変更するものでございます。内容につきましては、次ページをごらんください。旧

起点を町道西円寺線としていましたのを、改良工事が完了いたしましたので、新しい起点と

して町道山手線とするものでございます。路線延長は５２．５メーター延びまして２０８．
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９メーターとなります。以上が議案第２５号でございます。ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

●福島副議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程になりました議案第２６号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに

ついて、ご説明をいたします。まず人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づき

まして、基本的人権を擁護し、自由、人権思想の普及高揚を図るため、法務省の委嘱によっ

て、全国に置かれることになっております。美郷町では６名の方がその任に当たられており、

そのうちお２人が令和２年６月３０日をもって任期満了となります。この人権擁護委員の

候補者については、議会の意見を聞いて、法務省に推薦することになっており、この度推薦

に当たり意見を求めるものでございます。本議案では現在、人権擁護委員としてご活躍いた

だいております粕渕の西原真公様について、２期目の推薦をお願いしたいものでございま

す。西原さんは、平成２９年３月議会で推薦の承認をいただき、平成２９年７月１日から１

期目を務めていただいているところですが、本年６月３０日で、任期満了となります。現在、

西原さんは５０歳で、浄土真宗本願寺派、浄土寺住職お勤めになられる中、美郷町社会教育

委員、文化財保護審議会委員及び銀山街道保存活用計画策定委員等をお勤めをいただいて

おります。また、人権擁護委員としてのご活躍の中では邑智地域の常務委員として、浜田人

権擁護委員協議会の会務、連絡調整などにも携わっておられます。地域の信頼も厚く、人格

人望ともに人権擁護委員としてふさわしい方でございます。この西原真公さんを引き続き

適任者として推薦いたしたく、議員の皆様のご意見を賜りたく存じます。尚、人権擁護委員

の任期につきましては３年間でございます。以上で議案第２６号の説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いをいたします。 

続きまして上程になりました議案第２７号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについて、ご説明いたします。議案第２６号と同様に、人権擁護委員の推薦に当た

り議会の意見を求めるものでございます。趣旨等につきましては、先ほど申し上げたとおり

でございますので、省略をさせていただきたいと思います。現在、人権擁護委員としてご活

躍いただいております吾郷地域栗原の増田秀章さんが本年６月３０日で任期満了となりま

す。増田さんは、１期３年にわたって、人権擁護委員としてご活躍をいただき、邑智地域の

委員として浜田人権擁護委員協議会の部会活動また特設人権相談所開設事業等に積極的に

関わっていただいております。増田さんに対しましては、敬意と感謝を表したいと思います。

この度、その増田さんの後任として別府地域別府の原修さんを推薦いたしたく提案するも

のでございます。原さんは現在７３歳、民生委員として地域の相談支援に携わっておられま

す。平成１１年２月に旧邑智町議会議員として当選され、平成２１年７月にご勇退されるま

での約１０年半は地域のみならず町全体の発展に貢献されてまいりました。また、平成３０

年７月から令和２年１月までは美郷町人権同和教育推進協議会、こちらの副会長として活
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動され、人権同和問題に対する知識も熱く、公私ともに地域に貢献されているところでござ

います。何事にも熱心に務められ、地域の信頼も厚く、人格人望ともに人権擁護委員として

ふさわしい方でございます。この原修さんを適任者として推薦いたしたく、議員の皆様方の

ご意見を賜りたく存じます。なお、同じく任期は３年間でございます。以上で議案第２７号

の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

●福島副議長 

 全議案の説明が終わりました。 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は、３月２日火曜日定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

（散  会  午  後  １時 ２２分） 

 

  


